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ＰＲＴＲ届出事業所の判定 

対象業種に該

当する事業を

営んでいる事

業所がありま

すか。 

事業者として

の常用雇用者

数は２１人以

上ですか。 
注 1 

対象業種に該当する事

業を営んでいる事業所

ですか。 

取扱う原材料、

資材等に政令で

定める製品の要

件を満たしてい

るものがありま

すか。 

その原材料、資

材等に対象物質

は１重量％以上

含まれています

か。   
 注 3 

その対象物質の

年間取扱量（製

造、使用及びそ

の 他 の 取 扱 総

量）は１ｔ以上

ですか？ 注 2 
 

特別要件を満たす施設がありますか？ 注 4 

届 

出 

必 

要 
 

 

届 

出 

不 

要 

Yes Yes 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

注１ 事業所ごとの人数ではなく、事業者全体の従業員の人数です。 
注２ 政令で定める特定第一種指定化学物質は 0.5ｔ/年 
注３ 政令で定める特定第一種指定化学物質は 0.1 重量％ 

No No 

No No No 

No 

Yes 

注 4 特別要件施設とは、鉱山保安法関連施設、下水道終末処理施設、

一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、ダイオキシン類対策

特別措置法関連施設です。 

対象物質を年間１ｔ以上製造(副生成

物を含む)していますか。  注 2 

Yes 
Yes 

No 

事業者 単位で判断 事業所 単位で判断 
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